
厚生労働省発職雇 0330 第１号

平 成 2 7 年 ３ 月 3 0 日

労働政策審議会

会長 樋口 美雄 殿

厚生労働大臣 塩崎 恭久

別紙「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

案要綱」について、貴会の意見を求める。

資料１－１



一
頁

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
後
の
重
度
障
害
者
等
通
勤
対
策
助
成
金
等
の
支
給
に
関
す
る
措
置

一

重
度
障
害
者
等
通
勤
対
策
助
成
金
の
支
給
に
関
す
る
措
置

重
度
障
害
者
等
通
勤
対
策
助
成
金
の
う
ち
、
住
宅
の
新
築
等
助
成
金
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
支
給
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
事
業
主
又
は
事
業
主
の
団
体
に
対
し
て
は
、
当
分
の
間
、
機
構
に
お
い
て
支
給
し
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

二

障
害
者
能
力
開
発
助
成
金
の
支
給
に
関
す
る
措
置

障
害
者
能
力
開
発
助
成
金
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
事
業
主
等

に
対
し
て
は
、
当
分
の
間
、
機
構
に
お
い
て
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

そ
の
他

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

別紙


